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武蔵野市の地域生活支援拠点事業における参加機関の役割図 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＊ 拠点機能＝①緊急対応 ②相談支援 ③体験利用 ④専門人材育成 ⑤地域体制づくり 

＊ 登録事業者＝拠点事業に参加協力するため市に登録した事業者。加算対象外の事業所も参加可。 

 

武蔵野市拠点事業組織（中核機関と登録事業者） 
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委託 

相談支援事業所 加 
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【その他専門機関・組織】 

・医療機関（訪看他） 

・高齢者関係機関 

・子ども関係機関 

・成年後見（福祉公社） 

・警察ほか 

連携・協力 

機能①緊急 
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連携 

連携 

機能 ①緊急対応 

③体験利用 

連携・協力 

自立支援協議会 

【報告】 

・活動状況 

・地域課題等 

・ニーズ把握 

・評価 

・課題提言 

実施主体 

 機能 ④専門人材育成 

⑤地域体制づくり 
連携 

【地域の関係組織】 

・地域の見守り 

・地域社協 

・民生委員協議会 

・その他 

委託 


